
羽生市障がい者活躍推進計画 

機関名 羽生市教育委員会事務局 

任命権者 羽生市教育委員会 

計画期間 

令和 2年４月 1日～令和７年３月３１日（５年間） 

※計画期間内においても、毎年度、取組状況等を検証し、必要に応じて計画

の見直しを行います。 

障がい者雇用に関する課題 

○羽生市教育委員会事務局においては、職員のほとんどが市長部局からの出向

職員で構成されることから、独自に募集・採用活動は行っていない。 

○しかしながら、出向により教育委員会に障がいのある職員が在籍することもあるこ

とから、在籍する障がいのある職員の活躍のためには、離職せず長期に定着す

るだけでなく、その障がいの特性や個性に応じた能力を最大限に発揮できるよ

う、職種や業務内容の拡充など、さらなる体制整備や各種取組を進める必要

がある。 

 

 

 

 

目標  

➀採用に関する目標 
○職員のほとんどが市長部局からの出向職員で構成され、独自に募集・採用活

動は行っていない。 

➁定着に関する目標 
（各年度）障がいの特性や程度に合った業務への従事を考慮し、不本意な離

職を極力生じさせない。 

➂満足度、ワーク・エンゲージ

メントに関する目標 

【満足度】 

（各年度）平成３１年度に実施した職場等の満足度に関するアンケート調査に

おける満足度の実績を下回らない。 

参考）満足度に関するアンケート項目における「満足」と回答のあった割合 

 ※対象：全ての機関における障がいのある職員 

・現在の所属課で働いていることについての全体評価 ８０％ 

・現在の仕事内容 ８０％ 

・現在の業務量 ６０％ 

・物理的な作業環境（休憩スペースや動線の確保など） ６０％ 

・相談体制等の職場環境（遠慮なく相談できる環境、相談方法の周知など） 

６０％ 

・勤務する上での障がいへの配慮（障がい特性に合った業務分担・業務指示など） 

４０％ 

 

（評価方法）毎年度、障がいのある職員に対して「職場等の満足度に関するア

ンケート調査」により把握及び進捗管理を行う。 

 



➃キャリア形成に関する目標 
各種研修や人事異動等を通じて、計画的にキャリア形成を図る。 

（評価方法）人事記録を基に把握及び進捗管理を行う。 

取組内容 

１ 障がい者の活躍を推進する体制整備 

➀組織面 

○羽生市教育委員会事務局においては、職員のほとんどが市長部局からの出向

職員で構成されていることから、障がい者雇用推進者は市長部局と同一の総

務部総務課長を選任する。 

○総務課長、財政課長、社会福祉課長、消防総務課長、議会事務局総務課

長、教育総務課長、障がいのある職員代表を構成員とする「羽生市障がい者

活躍推進検討委員会」を組織し、各任命権者間での障がい者雇用等に係る

課題の共有や意見交換を行い、連携して課題解決に取り組む。 

➁人材面 
○障がいに対する理解を促進させるため、毎年度市長部局が開催する「人権問

題研修」に、全職員に対して参加を促す。 

２ 障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

 

○市長部局が毎年度実施する「職場等の満足度に関するアンケート調査」を活用

し、業務選定や職務の創出について検討を行う。 

○現に勤務する障がいのある職員の意見や要望、能力等を整理するため、年に 1

回の自己申告書や人事ヒアリングを活用した職務の選定及び創出について検

討する。 

３ 障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

➀職務環境 

○市長部局に設置される相談窓口への相談のほか、定期的に実施している人事

評価面談の際、障がいのある職員に対しては、必要な配慮等の有無を把握す

ることとし、その結果を踏まえて検討を行い、継続的に必要な措置を講じる。 

➁募集・採用 
○職員のほとんどが市長部局からの出向職員で構成され、独自に募集・採用活

動は行っていない。 

➂働き方 
○時間単位の年次有給休暇や病気休暇など、各種休暇の利用を促進し、個々

の状況に応じた働き方を促進する。 

➃キャリア形成 ○本人の希望も踏まえつつ、実務研修等の受講を促進する。 

➄その他人事管理 

○障がいのある職員からの要望を踏まえ、障がいの特性に配慮した職場環境や通

勤手段への配慮などについて、個々の状況に応じて柔軟に対応する。 

○必要に応じて面談を行い、状況把握や体調配慮を行うこととする。 

４ その他 
○障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく障害

者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進する。 

 


